
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２1条第７項に該当するファイ
ル

■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

※保有個人情報に係る記録の場合、「個人情報ファイル」は「保有個人情報」と読み替える

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

特定健康診査受診者ファイル

国分寺市長

健康部　健康推進課

高齢者の医療の確保に関する法律第20条の特定健康診査（40歳から74
歳までの被保険者を対象として医療保険者が実施する内臓脂肪型肥満に着
目した検査項目での健康診査）の実施に伴い、特定保健指導に必要な健診
結果を収集するため。

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５、電話番号、６既往歴、７自覚症状及び
他覚症状、８身長、体重及び腹囲、９血圧、10肝機能、11血中脂質、12血
糖、13尿中の糖及び蛋白、14ＤＶ等の有無、15国保被保険者証番号、16国
保資格取得年月日、17国保資格取得・喪失事由、18国保資格喪失年月日、
19国保資格取得・喪失届出年月日、20保険証回収日、21発送番号、22個
人番号

40歳から74歳までの国分寺市国民健康保険被保険者のうち健診機関等
で健康診査を受診した者

本人から収集、自課で作成、健診実施歯科医療機関が作成、住基情報（市民
課）、国民健康保険資格情報（保険年金課）

含む

業務受託業者、健診医療機関、電算委託事業者、照会のあった自治体

0263

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない

マイナポータルにより一部健診結果情報の閲覧が可能


